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規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

サムティ・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会におい

て、下記のとおり、規約一部変更及び役員選任に関して、2020 年 10 月 20 日開催予定の本投資法人の第４

回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせいた

します。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１. 規約一部変更の主な内容及び理由について 

(１) 近時の少数投資主による投資主提案に係る議論も踏まえ、相反する趣旨の議案を提出することが

難しいと考えられ、かつ、投資主の利害関係及び投資法人のガバナンスの構造に影響を与え、投

資主の利益に大きな影響を及ぼす可能性がある一定の議案について、投資主の意思をより直接的

に反映させるべく、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の変

更を含みます。）第 93 条第 1 項及び規約第 14 条第 1 項に定めるみなし賛成制度の適用対象外と

する旨の規定を新設するものです（現行規約第 14 条関係）。 

(２) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含みます。

以下「投信法施行令」といいます。）において特定資産（投信法施行令第 3条に定める特定資産

をいいます。）に再生可能エネルギー発電設備が含まれていることから、当該資産を投資対象と

して追加すべく該当する規定を変更するものです（現行規約第 29 条関係）。  

(３) 本投資法人が他の投資法人との合併を行った場合における資産運用会社に対する資産運用報酬

の取扱いを明確化するため、合併報酬を新設するものです（現行規約第 37 条関係）。 

(４) 上記の他、字句の修正を行うものです（現行規約第 37 条第 1項第(3)号関係）。 

（規約一部変更に関する詳細につきましては、別紙「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照くださ

い。） 

 

２. 役員選任について 

執行役員髙橋雅史、監督役員藤木隆弘及び中原健夫は、2020 年 10 月 31 日をもって任期満了とな

ります。2020 年 11 月１日付であらためて執行役員１名及び監督役員２名を選任することについて、

議案を提出するものです。また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合

に備え、補欠執行役員１名を選任することについて、議案を提出するものです。 

(１) 執行役員候補者 

 髙橋 雅史（再任） 

(２) 監督役員候補者 

 藤木 隆弘（再任） 

 中原 健夫（再任） 
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(３) 補欠執行役員候補者 

 増田 洋介（再任） 

（役員選任に関する詳細につきましては、別紙「第４回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

３. 本投資主総会に関する日程 

 2020 年９月 15 日 第４回投資主総会提出議案の役員会承認 

 2020 年 10 月１日 「第４回投資主総会招集ご通知」の発送（予定） 

 2020 年 10 月 20 日 第４回投資主総会開催（予定） 

 

 

以 上 

 

 

* 本投資法人のホームページアドレス：https://www.samty-residential.com 
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